
議案第   号 

 

川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 

川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和３年  月   日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例の一

部を改正する条例 

川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例（平成２

４年川崎市条例第９２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１７条第３項及び第２４条第１項」を「第３８条第３項及び第

４５条第１項」に改める。 

 第３条第１項第６号中「第１８条第１項」を「第３９条第１項」に改める。 

 第４条第１項第５号中「第２５条第１項」を「第４６条第１項」に改める。 

附 則 

 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３

年法律第３１号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施

行する。 

 

 

議案第１２２号

令和３年 ９ 月 ２ 日提出

    　川崎市長  福　田　紀　彦



参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 特定都市河川浸水被害対策法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、こ

の条例を制定するものである。 




